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3月になりました。三寒四温を実感
する臼尽力精いています。
「気力で治す!Jと闘い続けて30正
大敵スギ活粉ちI女めてきました。
いよいよ交戦開始です。

「健康保険料率」改定

今年ち3月になり、例年通りに健康倒潰料と介護
側責料的提されま U三のでお知らせします。

国健康閑粛謁会右庖芝誠司建康側責・介護側責料
率は、3月分保験料(平成23年4月30日納位期
限分〉から下記に蛮わります。
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社会保股の{期実料額表改定は、3月分から適用されま
すので、ほとんどの事業所では、実際1;:1ま4 月に支給
する給与 (4月に引落とされる社会保践料〉から反映
されます。

顧問先の皆犠には社会保践(健康保践・介護保験・厚生年釦
の缶入別の詳細の保膜料額を後日送惜します。

今更・・・
「こども手当がなくなる』・..

なんてこと・・ないですよネ
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間関牒期繍欝臓の峨のぷ、

集計方法力唆わっています p

毎月、給与子ータをFAX:，メール・品等で送っ
ていただきま比てありがとうございます。
〈給与デでタは池田事務所にとっての大切な情報
です。連絡漏れのI~Iの異動なんかもわかります)

今年から・・・・-所得税の扶欝郵制象者の
人数江鷹十方法力漫わってし1ます。
給与計算の扶養控除対象人数を変更していないと、
年蒋周整のときに対冨な徴収不足力注仏年末には還
付ではなく御tSlをL広いといけなくなります。
今一度ご確認をお願いします。

16歳未満¢彦経罫描剣 ar扶養人数 J から

はずしてください!

池田事拷問和の特饗li'害事故でし15!
ヌ勺ッフ吉山11. 毒自の歯智時ロ暗障をー蓑ロ下勺T し苦心を足首λ帯を痛め苦し15.
宙望̃̃曹で苛.1 ，.，同11埠守や勺どギブヌ11どれヌリ‘νJ\でI;~( 'C-o-)VlIのItで
事れるよ弓口敏t)=ましお.
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